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はじめに 

 

 墨田区では、「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」を制定し、平成１８年４月

から施行しています。また、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進する行動計

画「墨田区男女共同参画推進プラン」を策定し、様々な施策に取り組んでいます。 

 この報告書は、条例第１１条に基づき「墨田区男女共同参画推進プラン」の進捗状

況について、区民の皆様に公表するものです。 

 一人ひとりが、個性と能力を発揮し、自分らしく伸び伸びと生活できる男女共同参

画社会を実現するため、計画の総合的かつ横断的な推進を図っていきます。 

 

 

         令和４年１月 
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◆第 1章◆ 

「墨田区男女共同参画推進プラン（第５次）」 

 

１ 概要 

２ 基本理念 

３ 基本目標 

４ 体系 

５ 評価のしかた  
1



2  

    
（１）墨田区男女共同参画推進プラン(第５次)の目的及び位置づけ 

✦ 平成１８年４月に施行した「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」に基づき、墨

田区の男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画を定めるも

ので、その位置づけは、次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、本プランは次のような性格をもっていることを念頭に「墨田区男女共同参画

推進プラン（第４次）」の内容を見直し、必要な施策を加えて策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間  

この計画の期間は、令和元(２０１９)年度～令和５(２０２３)年度の５年間です。 

 １ 概要 
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墨田区では、平成１７年１２月に「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」を制定し、

その中で男女共同参画を推進するための基本的な考え方を基本理念として定めています。 

本プランは、「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」に示された基本理念をふまえて、

「墨田区男女共同参画推進プラン（第４次）」で掲げた基本理念に、様々な個性・多様な

生き方を尊重することを新しい時代のプランの特徴として取り入れ、計画を推進してい

きます。                           
 

地域の中で、互いが差別なく多様性と人権を尊重し、 

新しい時代に向かって、すべての人がともに活躍する 

男女共同参画社会の実現 

認め合い 支え合い ともに創るまち すみだ 

 
 

１  すべての人が性別による差別的な取扱いを受けず、その人権が尊重されること。 

 

２  すべての人が性別による役割の固定化をもたらす社会制度及び慣行を解消するよ

うに努めるとともに、一人一人がその個性と能力を十分発揮し、自己の意思により

社会における多様な活動を選択できること。 

 

３  性別にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野におけ

る活動の方針の立案及び決定過程に参画する機会が確保されること。 

 

４  性別にかかわらず、すべての人が相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活及

び社会生活、地域活動等を両立できること。 

 

５  学校教育、生涯学習その他のあらゆる学習の場において男女共同参画社会の形成に

向けた取組がなされること。 

条例第３条 基本理念 

２ 基本理念 

 すみだの男女共同参画社会の実現 
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4 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現には、個人が性別にかかわりなく、自分らしい生き方を認め合

うことの大切さを理解することが重要です。しかし、人々の意識の中には、長い時間をか

けて形成されてきた性差観があり、なかでも固定的な性別役割分担意識は、時代と共に変

わりつつあるものの、家庭、学校、職場、地域社会等の中で無意識のうちに浸透していま

す。 

一人ひとりが自分らしく生きられる社会にするためには、日常生活の中に潜む偏見や差

別意識を取り除くように努めることが大切です。 

お互いの人権が尊重され、認め合い、支え合う共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

男女共同参画の推進は、家庭、地域、就労の場などあらゆる分野での取組が重要です。

また、働く女性の増加に伴い、法整備は進んできていますが、いまだ男性中心型労働慣行

が根強く残っています。仕事と家庭の両立が困難となった場合に、固定的性別役割分担意

識から女性が仕事を辞めることが少なくありません。また、男性も仕事中心の生活により、

職場での職責と家庭での経済的責任が課せられる傾向が強く、男性が育児・介護休業等を

取得しにくい職場風土の要因となっています。 

共働き世帯が増加するなど社会経済情勢が大きく変化する中において、女性と男性が対

等なパートナーとして働くことができる職場の環境づくりを促進するとともに、家事や育 

児、介護など、幅広い分野で男女が協力しあうことができる社会を目指します。 

 

 

 

 

社会や組織の活力を高めるためには、多様な人材を活用し、様々な立場の意見を取り入

れることが重要です。区民の身近な生活の場として、地域社会は区民生活の基盤となるも

のです。少子高齢化や家族形態の変化、人間関係の希薄化等が進み、地域における課題が

多様化する中、地域社会が果たす役割はますます大きくなっています。家庭と共に最も身

基本目標１ 互いの知識や意識を高め、人権が尊重されるまち すみだ 

基本目標２ 女性も男性も輝き活躍できるまち すみだ【女性活躍推進計画】 

 

基本目標３ 性別にとらわれずあらゆる分野で協働するまち すみだ 

 ３ 基本目標 
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近な生活の場でもある地域社会において、性別にとらわれず男女が共に防災、地域活動等

に参加・参画することで、地域力が高まり、男女が協働するまちづくりにつながります。 

性別にとらわれず、男女が地域社会をはじめあらゆる分野の意思決定過程に参画するこ

とによって、社会状況を改革・改善するために自ら潜在的に備わっている力を発揮してい

くことが可能な社会を目指します。 

 

 

 

 

男女共同参画社会に向けた取組は、条例で示されているとおり、区、区民、事業者及び

地域団体が連携（協働）して施策を推進する必要があります。計画の着実な推進に向け、

庁内の連携を密にして各課の施策に男女共同参画の視点から横ぐしを刺し、円滑に効果的

な施策推進が必要です。また、男女共同参画社会をより実現していくため、本計画を通し

て目標や達成手段等の共有を図り、区、区民、事業者及び地域団体が連携することで、有

効的かつ総合的な計画の推進体制を確立します。 

 

 

 

基本目標４ 区、区民、事業者等が連携して施策を推進するまち すみだ 



■男女共同参画社会を阻害する要因に関する
 情報発信と啓発

9
男性の育児への参加に向けた家庭教育支援講座
の実施

24

* ＰＴＡ活動における男女共同参画意識の啓発

* 男女共同参画等をテーマにした区民企画講座の支援

* 相談窓口の周知

8 子ども会活動への参画に向けた意識啓発 子育て相談の実施

施策の方向(1)男女共同参画意識を高めます 施策の方向(2)一人ひとりの人権意識を高めます

■人権尊重の観点からの情報発信

■人権尊重意識啓発事業の実施

■人権尊重と男女共同参画の視点の定着

■性自認や性的指向等の理解促進

■家庭や地域への意識啓発

*

6 男女共同参画観にたった生活・進路指導の実施

男女共同参画に関する区民意識調査の実施・公表

* 人権擁護委員との連携

7 人権尊重教育・男女共同参画教育の研究・実践

11 区公式ホームページによる情報発信

*

課題②　家庭、学校、地域における男女平等教育・学習の
            充実

性教育の推進

家庭教育意識啓発パンフレットの配布

人権啓発冊子「人権感覚」の配布

3 すずかけ大学をはじめとする各種啓発講座の開催

23

* 人権や男女共同参画に関する研修の実施

* 庁内刊行物等の点検

5 男女共同参画観にたった教材等の見直し

課題②　男女共同参画社会を阻害するあらゆる
            暴力の根絶

児童虐待防止に向けた情報提供と啓発活動の実施

■児童、生徒への男女平等教育

区公式ホームページや啓発紙による情報発信21

*

16 多様な性（ＬＧＢＴ等）に関する支援体制の検討 22

15 職員、教職員への意識啓発

* 児童生徒の諸名簿における男女混合の推進 14 正しく理解するための情報発信・講座の実施

* ひとり親相談の実施

27 妊産婦の喫煙防止の推進

■多様な性（ＬＧＢＴ等）に関する支援体制の検討

29 心の健康相談の実施

■健康相談の実施

* エイズ理解及び予防教育の実施

*

■検診実施、受診促進

28 がんの早期発見、女性の受診機会の拡大

*
児童虐待防止対策の充実のための関係機関との
連携

*

骨粗しょう症予防対策の実施

女性相談の実施

課題③　生涯を通じた女性の健康支援

母性保護と家族計画の充実(出産準備クラスの実施
ほか）

26

教職員向けハラスメント防止の研修会の実施

■職員、教職員への啓発と研修の実施

* 妊産婦歯科健康診査の実施

*

関係相談団体間の情報提供、連携
＜ネットワーク会議＞

ハラスメントを未然に防ぐための庁内体制の確立

■ハラスメント対策、相談窓口の充実

■教職員の意識の醸成

* 職員向けハラスメント防止に関する意識啓発紙の発行

* メディア・リテラシー教育の実施

* 男女共同参画関連図書や資料の収集と貸出

*

■区民参加型の意識啓発事業の実施 ■被害者支援

13 差別事象発生時の職員対応方法の周知

*

*
■情報の収集・把握・公表

■関係機関との連携及び体制の強化

* 被害女性とその子の緊急一時保護と自立支援

ＤＶやストーカー行為等の被害者への支援

20
関係機関との連携強化と子の福祉面からの支援の
充実

* 男女共同参画に関する区職員意識調査の実施・公表

* 職員向け差別事象対応マニュアルの更新

*
母子・父子自立支援員、女性相談員、
家庭相談員の研修の実施

12 人権講演会の開催 19 ＤＶに関する相談、支援

4
男性の家事参加に向けた料理教室の支援
（男の料理教室）

課題①　固定的な性別役割分担意識の解消

* 若年向け男女共同参画啓発冊子の発行 *
インターネット等における差別的言動解消のための
啓発

*

■男女共同参画施策に関する情報発信 ■配偶者からの暴力（ＤＶ）の予防・早期発見

区民や事業者等との協力体制の強化

区報への人権啓発コラムの掲載 17 パープルリボンプロジェクトの取組

2 男女共同参画情報誌「すずかけ」の発行 18 予防啓発、相談事業の実施

ＤＶ防止カードの作成、配布による相談窓口の周知

1 区報、区公式ホームページ、ＣＡＴＶ等による情報発信 10

* 職員向け男女共同参画啓発紙「きらめき」の発行 * 適切な情報の発信と活用のための啓発 *

課題①　人権意識の高揚と情報の適切な活用

課題②　多様な性（ＬＧＢＴ等）の理解と尊重

課題①　配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止・早期発見・
　　　　　 被害者支援【ＤＶ防止基本計画】

施策の方向(3)心とからだを尊重する社会づくりを進めます

* 家庭相談の実施

*
「法律・人権相談」「日常の悩み相談」等
相談窓口の周知

*

■健康づくりの知識の普及・啓発

健康づくりのための講習会の実施

25
区報、区公式ホームページ、区政情報番組を活用した
健康づくりのための情報発信

基本目標１ 互いの知識や意識を高め、人権が尊重されるまち すみだ

通し番号の事業 ： 評価対象事業　５１

＊印の事業 ： 取組状況に変化等があった際に評価対象となる事業　９１

 凡例

施策の方向　　　施策の方向数　８

課題　　　　　課題数　２０

事業　　　　　事業数　１４２　（延べ１４６）

基本目標　　　　　 目標数　４

すすみみだだのの男男女女共共同同参参画画社社会会のの実実現現 認認めめ合合いい 支支ええ合合いい ととももにに創創るるままちち すすみみだだ

    ４ 計画の体系 

6



＊ 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の推進

＊ 男女共同参画の視点で防災・防犯における意識啓発

職員の男女共同参画に関する理解を深めるための
研修実施

＊ 女性の就労に関する情報の提供

＊

課題②　就業における男女共同参画の推進

国や都の資料の活用や関係機関と連携しての
情報提供＊

43 女性職員へ管理職選考等の受験促進

待機児童解消対策の推進

＊
一時的な保育の実施
（緊急、延長、休日、病児・病後児）

民間団体、企業への最新の情報提供

課題③　民間団体、企業への情報提供と啓発

区報や区公式ホームページの活用及び啓発紙による区
内事業所への啓発活動（再掲）

■「特定事業主行動計画」の策定・実行の推進

＊
次世代育成支援対策推進法に基づく
特定事業主行動計画の推進

■労働に関する情報提供

■就職に関するカウンセリングや相談

区民との協働による効果的な事業展開＊

課題②　すみだ女性センターの機能充実・活動強化

■安心して暮らせるまちの整備促進

課題①　働く場での女性の活躍推進

＊
墨田区男女共同参画推進本部による施策の計画的か
つ総合的な推進

墨田区男女共同参画推進委員会との連携による
効果的な事業実施

墨田区女性活躍推進協議会の開催

介護保険制度の普及と介護サービスの充実*

課題①　男女共同参画推進体制の充実・強化

施策の方向　計画の推進体制を充実します施策の方向(2)　男女がいきいきと働けるよう支援します

35 バリアフリー化の促進

墨田区男女共同参画苦情調整委員会の設置

ＤＶ防止のための連携会議の開催

＊

＊
■仕事と家庭の両立に資する保育の実施

＊

＊

日本語ボランティア教室との協働

*
区民参加型の家事援助の拡充（「ハート・ライン２１」
事業）

* 家庭相談の実施 （再掲）

32

■生活・福祉サービス情報の提供

44 保育に関する相談窓口の設置

＊
区報や区公式ホームページの活用及び啓発紙による区
内事業所への啓発活動

*

＊

46

＊ 区職員対象の旧姓使用制度の実施

＊
女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに関する
意識・実態調査の実施と公表

＊

45 すみだ人材発掘・就労支援プログラム事業の実施

■ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発活動

47

課題③　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の
　　　　　 推進

ワーク・ライフ・バランス推進のための講演会の実施

＊

一般事業主行動計画の策定促進に向けた女性活躍推
進に関する情報提供＊

区公式ホームページでの自動翻訳サービスの導入

外国語に対応したガイドブックの作成、配布

*

課題②　高齢、障害、国籍等による多様な困難を抱える
            人が安全・安心に暮らせる環境づくり

* 高齢者福祉のしおり「たんぽぽ」の配布

*

英語と中国語による外国人相談の実施

障害者福祉のしおり「フレーフレーマイペース」の配布

政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律の周知＊

*

＊ 食育の普及、啓発

■男性の地域活動への参画支援

*

* 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業の実施

49 地域で助け合う小地域福祉活動の推進
訪問型保育支援事業すみだ子育て支援ネット
「はぐ（Ｈｕｇ）」

すみだ子育てアプリの配信・運用

■地域における男女共同参画意識の啓発
子育ての相互援助活動の実施
（ファミリー・サポート・センター事業）

ひとり親家庭等医療費助成

■福祉団体等への補助事業

母子生活支援施設への助成*

* 出産費用の助成

*

課題①　経済的な困難を抱える人への支援 課題①　男女が共に担う子育てへの支援

31 児童扶養手当・児童育成手当

* ひとり親相談の実施（再掲）

■困難を抱える家庭への相談の実施

38

39

男性のための育児教室の実施
（パパのための出産準備クラス）

37 男性の子育て参画支援講座の実施（父親対象事業）

■生活支援の充実

36

30 ひとり親家庭自立支援給付金事業の実施

51 避難所運営体制の構築

＊ 地域住民を対象とした防災講座の開催

課題②　男女が共に担う介護（介助）への支援

*

*

* 子育てサポーターの育成・活用

＊

＊

42 緊急一時介護・保護事業の実施

団体・サークルの育成・支援

すみだいきいき子育てガイドブックの配布

41 男性介護者教室や認知症家族介護者教室の実施

■防災分野での男女共同参画の推進

定年後の男性の社会貢献意識の向上
（シニア向け講座や介護教室の開催）

50
男性の社会貢献意識の向上促進
（老人クラブ活動の活性化）

■介護（介助）者への支援の充実

課題①　意思決定過程への女性の参画推進

課題②　地域における男女共同参画の推進

課題③　防災・防犯における男女共同参画の推進

施策の方向(1)
子育て、介護等を男女が共に担えるよう環境整備を進めます

施策の方向(4)安心して暮らせる環境の整備を進めます 施策の方向 　男女共同参画の視点で地域力を高めます

■審議会等における女性委員の比率向上

■政治分野における女性の活躍推進

審議会等への女性委員の任用促進と公募制の拡大

＊

48

女性委員の比率に関する調査の実施と結果の公表

■出産・子育て応援事業

出産・子育て応援事業「ゆりかご・すみだ」

子育て自主グループの育成
（子育て支援地域活動促進事業）

女性相談の実施（再掲）

学童クラブ事業の実施

一時的に子どもを預かる子育て支援事業

*

福祉資金等の貸付事業

＊

就職相談コーナー事業の実施
「就職・仕事カウンセリングルーム」

就労情報の提供「就職支援コーナーすみだ」

■管理・監督者への女性登用促進

* だれでもトイレの整備
＊

通訳翻訳ボランティア制度の導入

* 在住外国人支援施策の実施

*

■女性活躍を推進するための情報提供、支援の充実

キャリアアップ研修の実施

＊
定期的な保育の実施
（認可保育園、保育ママ、小規模保育所）

■男性の子育て参画支援

34 介護事業者対象人権講演会の実施

* 「あんしんバリアフリーマップ」の運営

＊ 障害者への巡回入浴サービスの実施

* 高齢者の総合相談窓口業務の実施

*

*

*

*

40

*

外国語翻訳アプリ、聴覚障害者コミュニケーション
支援アプリ付きタブレット端末の窓口設置

33

福祉団体への補助事業の実施

* 常時介護受給者用施設の整備促進

認知症高齢者の施設の整備促進

基本目標１
基基本本目目標標２２ 女女性性もも男男性性もも輝輝きき活活躍躍

ででききるるままちち すすみみだだ 【【女女性性活活躍躍推推進進計計画画】】

基基本本目目標標３３ 性性別別ににととららわわれれずずああららゆゆるる

分分野野でで協協働働すするるままちち すすみみだだ

基本目標４ 区、区民、事業者等が

連携して施策を推進するまち すみだ

7

認認めめ合合いい 支支ええ合合いい ととももにに創創るるままちち すすみみだだ

7
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(1) 評価方法 

 墨田区男女共同参画推進プラン（第５次：令和元年度～５年度）は、「基本理念」に基

づく「基本目標」、それを実現するための「施策の方向」、具体的な「課題」、その方策と

しての「事業」により体系化されています。 

「課題」の解決に向けて、各所管課が「事業」ごとに実施報告・自己評価を行います。

これに基づき「施策の方向」及び「プラン全体」について、墨田区男女共同参画推進委

員会が第三者評価を行います。 

 

(2) 所管課の評価 （本書 第２章 Ｐ.９～） 

「事業」について、所管課が当年度計画と前年度実施状況を報告します。各事業の「男

女共同参画の視点でめざす効果」【表１】を明らかにし、それに基づく前年度実施状況の

自己評価を【表２】のとおり行いました。 

【表１ 男女共同参画の視点でめざす効果】 

ア 家庭や地域において男女共同参画意識が高まる  

イ 性別に関係なく、個人がその個性・能力に応じた選択が期待できる  

ウ 性別に関係なく、人権が尊重される 

エ あらゆる暴力を防止することが期待できる 

オ 生涯を通じた女性の健康支援が期待できる 

カ あらゆる分野に性別に関係なく参画することができる 

キ 仕事と育児・介護の両立支援のための環境を整えることにより、性別に関係なく、仕事と生

活の調和を図ることができる 

ク 地域の安心・安全な生活の確保に向けて男女共同参画の視点の導入を推進する 

ケ 男女共同参画推進体制の整備･充実を図ることができる 

【表２ 評価】 

Ａ 計画どおり実施し、男女共同参画の視点においても予定を上回る効果を発揮した 

Ｂ 計画どおり実施し、男女共同参画の視点においても予定した効果を発揮した 

Ｃ 男女共同参画の視点において課題が残る 

Ｄ 計画通りには実施できなかった 

   ※ 特に、「男女共同参画の視点」から効果を評価することを徹底しました。 

 

(3) 墨田区男女共同参画推進委員会による評価 （本書 第４章 Ｐ.６９～） 

(2)所管課の評価をもとに、墨田区男女共同参画推進委員会が「基本目標に対する効果」

を「施策の方向」ごとに【表３】のとおり評価し、それをふまえて「課題」の総合的な

評価を行い、さらにプラン全体の総括評価をしました。 

【表３ 基本目標に対する効果の度合い】 

基本目標に対して 

効果が 

大きかった ◎ 

あった 〇 

少しあった △ 

なかった × 

 

5 評価のしかた 











































































































墨田区男女共同参画状況

１　政策方針決定への女性の参画状況

２　審議会等における女性委員任用状況

　　◆第３章◆
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3 1 33.3% 12 1 8.3%

56 49 87.5% 935 282 30.2%

7 4 57.1% 101 7 6.9%

66 54 81.8% 1,048 290 27.7%

※区職員のみで構成する委員会を除く。

女性委員
の割合

行 政 委 員 会

附  属  機  関

審  議  会  等

合　        　計

全委員会
等数

女性委員
を含む委
員会等数

女性委員
を含む委
員会等の

割合

全委員数
女性

委員数

議　　員　　数 32 10 31.3%

（２）委員会等 （令和３年４月１日現在）

（１）議会 （令和３年４月１日現在）

総　議　員　数 女 性 議 員 数 女性議員の割合

１ 政策方針決定への女性の参画状況

33.3 

25.0 25.0 

8.3 8.3 

30.7 28.8 31.2 29.8 30.2 

13.3 

5.9 5.9 

4.0 
6.9 

28.8 26.5 28.7 27.0 27.7 

0

5

10

15

20

25

30

35

平成２９ 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 年度

委員の女性割合推移

行政委員会

附属機関

審議会

全体

（％）
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（令和３年４月１日現在）

事務系 福祉系 一般技術系 医療技術系 技能系 教育関係 全職員数

全　体 58 3 13 5 3 82

女　性 5 3 1 4 3 16

女性の割合
8.6% 100.0% 7.7% 80.0% - 100.0% 19.5%

全　体 248 111 62 19 19 4 463

女　性 57 91 7 18 1 4 178

女性の割合
23.0% 82.0% 11.3% 94.7% 5.3% 100.0% 38.4%

全　体 780 275 103 44 121 14 1,337

女　性 398 253 25 41 20 14 751

女性の割合
51.0% 92.0% 24.3% 93.2% 16.5% 100.0% 56.2%

全　体 1,086 389 178 68 140 21 1,882

女　性 460 347 33 63 21 21 945

女性の割合
42.4% 89.2% 18.5% 92.6% 15.0% 100.0% 50.2%

※フルタイム再任用７１名を含む。

※幼稚園職員については、園長は管理職、副園長は係長職、主任教諭及び教諭は一般職に計上した。

※統括技能長・技能長・担当技能長は、係長職（技能系）に計上した。

管理職

係長職

一般職

合　計

（３）職員

56.9% 56.8% 56.3% 56.1% 56.2%

31.3% 33.0%
38.9% 40.2% 38.4%

17.7% 14.8% 15.9% 19.5% 19.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２９ 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 年度

職員の女性割合推移

一般

係長

管理職
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① 審議会等の女性委員の割合　（区職員のみで構成するものを除く） ２７.７ ％ ２７.０ ％

② 審議会等の数　 （区職員のみで構成するものを除く。）　　　　　　　　 ６６ 機関 ６４ 機関

③ ２８ 機関 ２６ 機関

④ ６ 機関 １５ 機関

⑤ １１ 機関 ９ 機関

⑥ ３８ 機関 ３８ 機関

基　準　日 委員会数
女性を含む
委員会数

平成１９年４月１日現在 57 54

平成２０年４月１日現在 57 53

平成２１年４月１日現在 61 52

平成２２年４月１日現在 61 44

平成２３年４月１日現在 54 43

平成２４年４月１日現在 57 48

平成２５年４月１日現在 64 52

平成２６年４月１日現在 65 47

平成２７年４月１日現在 64 53

平成２８年４月１日現在 63 55

平成２９年４月１日現在 63 53

平成３０年４月１日現在 58 49

平成３１年４月１日現在 65 55

令和２年４月１日現在 64 49

令和３年４月１日現在 66 54

※平成２３年度より、区職員のみで構成する審議会等を除く。

94.7%

割合

87.3%

81.3%

72.1%

79.6%

85.2%

93.0%

81.8%

84.5%

84.6%

84.2%

82.8%

84.1%

72.3%

76.6%

前　年

■前年との比較

■令和３年４月１日現在

③の中で女性委員の割合が４０％に達 しているもの

令和３年４月１日現在の女性委員の割合が３０％に達しているもの

④の中で女性委員の割合が５０％に達しているもの

　今　年

令和３年４月１日現在の女性委員の割合が３０％に達していないもの

２ 審議会等における女性委員任用状況
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審議会等の女性委員の割合調査結果
墨田区（令和３年４月１日現在）

Ⅰ　行政委員会　地方自治法第180条の5に基づく委員会

名　称 根　拠　法 担当課
委員
総数

女性
委員数

⑤10％未満の場合の
理由

女性割合

1 教育委員会
地方教育行政の組織及び運
営に関する法律

庶務課 4 1 25.0%

2 選挙管理委員会 地方自治法 選挙管理委員会事務局 4 0
地方自治法182条より、議会による選挙で選ばれるた
め。 0.0%

3 監査委員 地方自治法 監査委員事務局 4 0
地方自治法196条より、区長が議会の同意を得て選任
するため。 0.0%

12 1 8.3%

Ⅱ　附属機関　　地方自治法第202条の3（第138条の4）に基づく審議会等 

名　称 根　拠　法 担当課
委員
総数

女性
委員数

⑤10％未満の場合の
理由

女性割合

1 墨田区区民行政評価委員会
墨田区区民行政委員会に関
する要綱※

行政経営担当 0 0 令和３年度の開催予定なし -

2 墨田区行財政改革推進会議
墨田区行財政改革推進会議
設置に関する要綱※

行政経営担当 9 2 22.2%

3
墨田区指定管理者選定委員
会

墨田区指定管理者選定委員
会に関する要綱※

行政経営担当 18 1 委員が区職員のあて職のため。 5.6%

4
墨田区特別職給料等及び政
務活動費審議会

墨田区特別職給料等及び政
務活動費審議会条例

総務課 10 3 30.0%

5
墨田区情報公開制度及び個
人情報保護制度運営審議会

墨田区情報公開制度及び個
人情報保護制度運営審議会
条例

総務課 10 5 50.0%

6 墨田区行政不服審査会 墨田区行政不服審査会条例 総務課 5 1 20.0%

7
墨田区入札等外部審査委員
会

墨田区入札等外部審査委員
会の組織及び運営に関する
要綱※

契約課 3 1 33.3%

8
墨田区人権啓発基本計画改
定検討委員会

人権教育及び人権啓発の推
進に関する法律

人権同和・男女共同
参画課 6 3 50.0%

9
墨田区男女共同参画推進委
員会

墨田区女性と男性の共同参
画基本条例

人権同和・男女共同
参画課 15 8 53.3%

10
墨田区男女共同参画苦情調
整委員会

墨田区女性と男性の共同参
画基本条例

人権同和・男女共同
参画課 3 2 66.7%

11
すみだ女性センター運営委
員会

すみだ女性センター運営委
員会設置要綱※

人権同和・男女共同
参画課 14 11 78.6%

12
墨田区いじめ問題調査委員
会

墨田区いじめ防止対策推進
条例

人権同和・男女共同
参画課 0 0

教育委員会からの報告を受け、区長が必要と認める
時区長が任命する委員をもって組織する。（実績な
し）

-

13
墨田区国民健康保険運営協
議会

国民健康保険法 国保年金課 20 6 30.0%

14
墨田区協治（ガバナンス）
まちづくり推進基金審査会

墨田区協治（ガバナンス）
まちづくり推進基金条例

地域活動推進課 10 4 40.0%

15 墨田区産業振興会議
墨田区産業振興会議設置要
綱※

産業振興課 3 0 区職員については、宛て職であるため
外部委員については、継続して委嘱しているため 0.0%

16
墨田区優秀技能者選考委員
会

墨田区優秀技能者表彰実施
要綱※

産業振興課 15 1 区職員、区議会議員の委員は宛て職、業界代表者は
団体等の推薦によるため 6.7%

17 民生委員推薦会 民生委員法 厚生課 11 3 27.3%

18
墨田区地域福祉計画推進協
議会

墨田区地域福祉計画推進協
議会設置要綱※

厚生課 22 5 22.7%

19
墨田区社会福祉法人設立認
可審査委員会

墨田区社会福祉法人設立認
可審査委員会の組織、運営
等に関する要綱※

厚生課 7 0 区職員については、宛て職であるため
外部委員については、継続して委嘱しているため 0.0%

20
墨田区災害弔慰金等支給審
査委員会

墨田区災害弔慰金の支給等
に関する条例

厚生課 8 3 37.5%

21 墨田区障害者審査会
墨田区障害者審査会の定数
等を定める条例

障害者福祉課 10 0 推薦された委員が全員男性であったため 0.0%

22
墨田区障害者施策推進協議
会

墨田区障害者施策推進協議
会設置要綱※

障害者福祉課 21 9 42.9%

Ⅰ　行政委員会　地方自治法第180条の5に基づく委員会
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名　称 根　拠　法 担当課
委員
総数

女性
委員数

⑤10％未満の場合の
理由

女性割合

23 墨田区地域自立支援協議会
墨田区地域自立支援協議会
に関する要綱※

障害者福祉課 20 11 55.0%

24 墨田区介護認定審査会 介護保険法 介護保険課 119 48 40.3%

25
墨田区介護保険事業運営協
議会

墨田区介護保険事業運営協
議会設置要綱※

介護保険課 24 8 33.3%

26
墨田区地域密着型サービス
運営委員会

墨田区地域密着型サービス
運営委員会設置要綱※

介護保険課 11 4 36.4%

27
墨田区地域包括支援セン
ター運営協議会

墨田区地域包括支援セン
ター事業運営協議会に関す
る要綱※

高齢者福祉課 16 6 委嘱は令和3年4月1日 37.5%

28
墨田区老人ホーム入所判定
委員会

墨田区老人ホーム入所判定
委員会設置要綱※

高齢者福祉課 8 3 37.5%

29
墨田区公害健康被害認定審
査会

公害健康被害の補償等に関
する法律

保健計画課 8 0 医師会等から推薦された委員が全員男性であったた
め 0.0%

30
墨田区大気汚染障害者認定
審査会

墨田区大気汚染障害者認定
審査会条例

保健計画課 5 0 医師会等から推薦された委員が全員男性であったた
め 0.0%

31
墨田区公害健康被害診療報
酬審査会

墨田区公害健康被害診療報
酬審査会条例

保健計画課 5 0 医師会等から推薦された委員が全員男性であったた
め 0.0%

32
興行場法・旅館業法及び公
衆浴場法運営協議会

墨田区興行場法・旅館業法
及び公衆浴場法運営協議会
条例

保健計画課 10 1 10.0%

33 墨田区保健衛生協議会 墨田区保健衛生協議会条例 保健計画課 27 5 18.5%

34 すみだ食育推進会議
すみだ食育推進会議に関す
る要綱※

保健計画課 14 2 14.3%

35 墨田区がん対策推進会議
墨田区がん対策推進会議に
関する要綱※

保健計画課 0 0
令和3年7月に委嘱予定(20人まで)
前任期が令和3年3月末までで、新任期は委嘱された
日からのため現在は未確定としている。

-

36 墨田区感染症診査協議会
墨田区感染症診査協議会条
例

保健予防課 9 3 33.3%

37 墨田区子ども・子育て会議
墨田区子ども・子育て会議
条例

子育て支援課 25 13 52.0%

38
墨田区保育園給食調理業務
委託事業者選定委員会

墨田区保育園給食調理業務
委託事業者選定委員会に関
する要綱※

子ども施設課 8 4 50.0%

39
墨田区要保護児童対策地域
協議会

墨田区要保護児童対策地域
協議会に関する要綱※

子育て支援総合セン
ター 31 8 25.8%

40 都市計画審議会 墨田区都市計画審議会条例 都市計画課 20 2 10.0%

41
墨田区まちづくり検討委員
会

墨田区まちづくり条例 都市計画課 5 1 20.0%

42 墨田区景観審議会 墨田区景観条例 都市計画課 8 2 25.0%

43 建築審査会 建築基準法 都市計画課 5 1 20.0%

44 建築紛争調停委員会
墨田区中高層建築に係る紛
争の予防及び調整に関する
条例

建築指導課 4 1 25.0%

45 墨田区防災会議 災害対策基本法 防災課 50 2 各団体の推薦に基づき、任命しているため 4.0%

46 墨田区生活安全推進協議会
墨田区安全で安心なまちづ
くり推進条例

安全支援課 30 4 13.3%

47 墨田区国民保護協議会
武力攻撃事態等における国
民の保護のための措置に関
する法律

安全支援課 49 3 充て職のため 6.1%

48 墨田区老朽建物等審議会
墨田区老朽建物等の適正管
理に関する条例

安全支援課 7 1 14.3%

49 墨田区環境審議会 すみだ環境基本条例 環境保全課 15 4 26.7%

50
墨田区廃棄物減量等推進審
議会

墨田区廃棄物の減量及び処
理に関する条例

すみだ清掃事務所 18 8 44.4%

51
墨田区教育委員会の権限に
属する事務の点検及び評価
委員会

墨田区教育委員会の権限に
属する事務の点検・評価実
施要綱※

庶務課 3 0 極めて専門的な知識を必要とし適任者がいないため 0.0%
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名　称 根　拠　法 担当課
委員
総数

女性
委員数

⑤10％未満の場合の
理由

女性割合

52 墨田区学童災害共済審査会 墨田区学童災害共済条例 学務課 8 1 12.5%

53 墨田区学校給食協議会
墨田区学校給食協議会設置
要綱※

学務課 16 7 43.8%

54 墨田区就学相談委員会
墨田区就学相談委員会設置
要綱※

学務課 56 30 53.6%

55
墨田区立幼稚園就園指導委
員会

墨田区立幼稚園就園指導委
員設置要綱※

学務課 14 10 71.4%

56
墨田区教育委員会いじめ問
題専門委員会

墨田区いじめ防止対策推進
条例

指導室 7 3 42.9%

57 青少年問題協議会 地方青少年問題協議会法 地域教育支援課 41 13 31.7%

58 文化財保護審議会 墨田区文化財保護条例 地域教育支援課 7 1 14.3%

59 墨田区図書館運営協議会
墨田区図書館運営協議会要
綱※

ひきふね図書館 12 4 33.3%

935 282 30.2%

○根拠法欄に※印のある審議会等は、「墨田区附属機関の設置に関する条例」に基づくもの。

Ⅲ　設置要綱などにより、長の私的諮問機関として設置されている審議会等（区職員のみで構成する委員会等を除く）

名　称 根　拠　法 担当課
委員
総数

女性
委員数

⑤10％未満の場合の
理由

女性割合

1
すみだ北斎美術館資料収集
委員会

すみだ北斎美術館資料収集
委員会設置要綱

文化芸術振興課 3 0 適任者がいないため 0.0%

2
すみだ北斎美術館資料評価
員会

すみだ北斎美術館資料評価
員会設置要綱

文化芸術振興課 3 0 適任者がいないため 0.0%

3 墨田区献血推進運動協議会
墨田区献血推進運動協議会
設置要綱

保健計画課 35 2 推薦された委員の中に女性が2人だったため 5.7%

4
墨田区放置自転車対策協議
会

墨田区放置自転車対策協議
会設置要綱

土木管理課 15 0
要綱により、協議会構成員を組織または組織の役職
で指定しており、任意に選出等することはできない
ため

0.0%

5 墨田区交通安全対策協議会
墨田区交通安全対策協議会
設置要綱

土木管理課 28 2 要綱により、協議会構成員を組織の役職で指定して
おり、任意に選出等することはできないため 7.1%

6 墨田区文化財調査員
墨田区文化財調査員設置要
綱

地域教育支援課 3 2 66.7%

7 明るい選挙推進協議会
墨田区明るい選挙推進協議
会規約

選挙管理委員会事務
局 14 1

墨田区明るい選挙推進委員の各ブロック座長は各ブ
ロックの互選により選ばれ、その他は規約により、
あて職であるため。

7.1%

101 7 6.9%

1,048 290 27.7%

《参考》　設置要綱などにより、長の私的諮問機関として設置されている審議会等（区職員のみで構成する委員会等）

名　称 根　拠　法 担当課
委員
総数

女性
委員数

⑤10％未満の場合の
理由

女性割合

1 墨田区行政情報化推進本部
墨田区行政情報化推進本部
設置要綱 ＩＣＴ推進担当 24 1 委員の構成は役職によって決まっているため 4.2%

2 墨田区指名業者選定委員会
墨田区指名業者選定委員会
設置要綱

契約課 11 2 18.2%

3
墨田区物品及び業者選定委
員会

墨田区物品及び業者選定委
員会設置要綱

契約課 6 2 33.3%

4 墨田区財産価格審議会 墨田区財産価格審議会要綱
ファシリティマネジ
メント担当 12 1 委員の構成は役職によって決まっているため 8.3%

5
墨田区公有財産管理運用委
員会

墨田区公有財産管理運用委
員会要綱

ファシリティマネジ
メント担当 12 1 委員の構成は役職によって決まっているため 8.3%

6 墨田区公金運用管理委員会
墨田区公金運用管理委員会
設置要綱

会計管理室 9 1 11.1%

※　女性割合は、小数点第2位を四捨五入している。

Ⅱ　附属機関　　地方自治法第202条の3（第138条の4）に基づく審議会等

Ⅲ　設置要綱などにより、長の私的諮問機関として設置されている審議会等

Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ(都の報告値)
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凡例

【墨田区男女共同参画推進委員会による評価】

◎

○

△

×

あった

少しあった

なかった

基本目標に対して効果が

　◆第４章◆

「墨田区男女共同参画推進委員会評価」

大きかった
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〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった

①固定的な性別役割
分担意識の解消
[事業番号１～４]
（P.１１～P.１３）

〇 あった

区民に対して、男女共同参画意識を高めるために、
様々な方策を駆使し、区民にPRしている姿勢が窺え
る。

区 報 、 CATV 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 区 公 式 Twitter や
Facebook、すずかけ、啓発講座等を通じ、地域、家庭、
社会へと男女共同参画に対する心がけ、考え方、墨田
区の取り組みなどを広く浸透させようとしている。

このような取り組みは、すぐにその効果はあらわれる
ものではないが、継続していくことが重要である。

なお、事業番号３においては、一部事業が実施できな
かったが、WEB会議を活用してパパと赤ちゃんの講座
である「すみだパパスクール」や中高生向けに「デート
DV講座」を実施している。時機にあったテーマの講座を
展開している。

②家庭、学校、地域
における男女平等
教育・学習の充実
[事業番号５～９]
(P.１４～P.１７）

△ 少しあった

学校における男女共同参画に対する今年度の取り組
みとして、区内公立中学校の標準服の見直しを計画し、
女生徒にもズボンの着用を認めることとした（実際の実
施は令和３年度から）。多様性への配慮、性差を感じさ
せない取り組みはまさに生活の中に自然に男女共同参
画が取り入れられた形といえる。教育現場における今
年度の評価はAとして良いのではないか。

地域・家庭における男女共同参画に対する取り組み
については、コロナ禍も影響してか、目立った取り組み
が見当たらない。子ども会活動への参画に向けた意識
啓発では、墨田区全体の子ども達のための活性化イベ
ントの実施に補助金を交付しているのみで、実際に現
場で活動している個々の子ども会への支援はなかっ
た。子ども会が性別などにとらわれず自由に元気に活
動するためには、現在の事業だけではなく行政の取り
組みとして何が必要なのか再検討する必要があろう。
全般的な活性化に向けた企画が求められる。評価はB
としているが疑問が残る。

区民一人一人に対する男女共同参画意識の高まりのきっかけを促
すために鋭意努力している姿が感じられる。確実に個々人の意識下
には男女共同参画に対する考え方が浸透してきている。また、教育現
場における男女共同参画への取り組み、性差解消、ジェンダー平等
についても一歩一歩進んでいると思われる。この点については、十分
効果があったと捉えたい。

ただし、個々人が集まる地域や家庭等の一定集団下におけるそれ
らの効果があったかといえば、その効果は薄いのではないか。コロナ
禍ということもあり、十分な取り組みを行うことができなかったと考えら
れるが、例えば、補助金の交付のみで男女共同参画の意識が高まる
と言えるのか。地域や家庭に対しては、積極的な事業展開を望む。

〇 あった

●　課題別評価

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

基本目標に対して効果が 評価理由等

基 本 目 標 １ 互いの知識や意識を高め、人権が尊重されるまち すみだ

施策の方向（１） 男女共同参画意識を高めます

●　施策の方向
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②多様な性（LGBT
等）の理解と尊重
[事業番号14～16]

(P.２１～P.２２）
〇 あった

この課題は、法律の制定の検討など今年になってか
らも社会的に大きな話題になっている。

コロナの影響で人権啓発基本計画の策定が延期され
たこと、イベントが中止されたことは残念であるが、庁内
での検討会の実施など新しい問題に対する取り組みを
評価する。

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

①人権意識の高揚と
情報の適切な活用
[事業番号10～13]

(P.１８～P.２０）
〇 あった

区報、公式ホームページへの掲載等でコロナに関連
する題材をタイムリーに取り上げたことは評価できる。

中止になった講演で予定されていたインターネットで
の人権侵害は、社会的に重要かつ喫緊の課題である。
講演内容の印刷物による配布など別の方法をとる工夫
がほしかった。

区の発行物の表現方法などに対する地道な点検、見
直しは十分に評価される。加えて、男女平等の視点に
基づいてそのような活動が行われていることを、教育現
場等、より多くの人へ周知する事が重要である。回覧
板、町内掲示板など老人、子供にも目に触れる形での
情報発信の工夫も希望する。

男女共同参画関連の記事が掲載された区報を委員に
配布する配慮をお願いしたい。

●　課題別評価

基 本 目 標 １ 互いの知識や意識を高め、人権が尊重されるまち すみだ

施策の方向（２） 一人ひとりの人権意識を高めます

〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった

●　施策の方向

基本目標に対して効果が 評価理由等

「区民一人ひとりの人権意識を高める」という大きな目的を考えた
時、区報、ホームページなどすべての人を対象とした情報発信は効率
的であり一定の成果は得られていると考えらえるが、それらは一方的
発信であり、それだけでは十分とは言えない。対象を絞ってのきめ細
かい問題提起や発信方法の工夫が必要である。

コロナの影響による各種講演会の中止は致し方ないが、それに替
わる手段が検討されなかったことは残念である。

従来より課題となっている施策の効果の検証方法の確立について
の検討も残念ながら十分とは言えないが、社会的に問題になっている
ＬＧＢＴへの新しい取り組みやコロナ対応を評価し「〇」とする。

〇 あった
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②男女共同参画社会
を阻害するあらゆる

暴力の根絶
[事業番号21～24]

(P.２６～P.２９）

〇 あった

区のモラルハラスメント防止要綱は、国家公務員に適
用されるパワーハラスメントに係る人事院規則（令和２
年６月施行）の規則内容を満たすものであったため、区
の対策として既に実施しているということは評価でき
る。

男女共同参画社会を阻害する暴力の根絶に向け、
ホームページや区報に暴力に関するテーマの記事を掲
載したり、DV相談先一覧カードの配布を行うなど情報
提供に努めている。また、人権教育に関する研修を実
施し男女平等教育についての啓発を図っているなど、
予定した事業計画を実施している。

③生涯を通じた女性
の健康支援

[事業番号25～29]
(P.３０～P.３５）

〇 あった

健康づくりに関する情報発信は、各種イベントの開始
時期に合わせ、効果的な周知を図った。

健康づくりを実践するための各種講演会については、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止または実
施回数を減らしたことは仕方がないが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の予防対策として実施方法の変更などを
行ったことは、今後に生かされる取り組みである。

新型コロナウイルス感染症禍でありながら、事業を計
画どおり実施している。

●　課題別評価

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

①配偶者からの暴力
（ＤＶ）の防止・早期
発見・被害者支援

【ＤＶ防止基本計画】
[事業番号17～20]

(P.２３～P.２５）

〇 あった

DV予防の出前講座やパネル展を実施し、DVの予防
啓発に努めることなどは、いままでと違った生活習慣の
中でのイベントとして評価できる。

すみだ女性センターの［女性のためのカウンセリング
&DV相談］、生活福祉課の女性相談の実施や、DVが子
どもへの虐待との関連が深いことから子どもの福祉面
の支援等、関連機関とも連携し支援充実に努めている
ことなどが、基本目標に対し効果があった。

基本目標に対して効果が 評価理由等

DVが重大な人権侵害であること、いかなる状況にあっても決して許さ
れるものではないという認識のもと、暴力の防止に関する情報の提
供、相談窓口の周知、被害者の支援や関連各機関との連携など、各
事業を計画通り実施している。また、コロナ禍で講演会が中止となっ
たが、出前講座や、人の集まるイベントをパネル展に変更するなど工
夫して事業を展開している。

女性の健康支援についても、各種講演会、イベント、各種検査日の
案内をタイムリーに情報発信ができている。

各事業を計画どおり実施し予定した効果を発揮したが、より大きな
効果を生み出すような取り組みを期待したい。

〇 あった

●　施策の方向

基 本 目 標 １ 互いの知識や意識を高め、人権が尊重されるまち すみだ

施策の方向（３） 心とからだを尊重する社会づくりを進めます

〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった
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②高齢、障害、国籍等
による多様な困難を
抱える人が安全・
安心に暮らせる

環境づくり
[事業番号32～35]

(P.３９～P.４２）

△ 少しあった

外国人や聴覚障害者との円滑なコミュニケーション推
進事業については、設置機器利用件数6件、相談利用
件数24件と、当該者への十分な周知など、今後の検討
を必要とされることから、所管課が次年度継続としてB
評価としたことは適切と思われる。

介護保険サービス提供事業者を対象とした人権理解
に向けた研修会等事業については実施できず、厚生労
働省通知等資料を周知したものの、C評価とした点は今
後、オンライン開催等実施可能な方法の検討が期待さ
れる。

移動障害などのある人へのバリアフリー整備実績は5
件と進捗が示されたが、当初予定事業（JRホームドア
整備助成）は次年度への変更事業と位置付けられた。

公共施設や区内店舗のバリアフリー情報情報のホー
ムページへの公開などは評価できる。

●　課題別評価

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

①経済的な困難を
抱える人への支援
[事業番号30～31]

(P.３６～３８）
〇 あった

ひとり親家庭に対して、高等職業訓練促進給付金・同
修了一時金13件、自立支援教育訓練給付金4件の事
業計画について、概ね(94%）実施したことは評価でき
る。墨田区の当該支援予定者概数に対して、事業計画
規模が適正であるかについては、今後、自己評価が必
要とされるが、次年度に向けて、29件(1.8倍）と事業の
拡充が計画されており、本年度では、所管課自己評価
のとおり「〇あった」と評価した。

ひとり親家庭に対して、所管の子育て支援課の重要
な事業として、児童扶養手当約1,400人、児童育成手当
約2,000人に支給され、生活安定と自立支援に寄与し
た。所管課が墨田区におけるひとり親困窮世帯数を踏
まえて、事業実績が妥当であると評価したものか否か
について、今後の検討が必要と考えられた。

基本目標に対して効果が 評価理由等

本施策の方向(安心して暮らせる環境の整備）について、評価対象と
なる６事業うち、課題①「経済的な困難を抱える人への支援」の2事業
は、いずれもB評価であり、課題②「高齢、障害、国籍等による多様な
困難を抱える人が安全・安心に暮らせる環境づくり」の4事業は、B評
価3事業でC評価1事業であった。後者は新型コロナウィルス感染症拡
大予防対策下に事業実施が困難であったことによるものであり、総合
評価として、効果は「〇あった」段階と評価する。

なお、課題②の対象者からの「安心して暮らせる環境の整備」への
要望と必要性は、高まっており、当該の人々が一層、困難な状況に置
かれることから、行政としての支援の充実に向けた取組課題と位置付
けられていたことは評価する。

また、課題①では、今後、支援領域が経済面のみでなく子育て・就
労・養育費と包括的事業（「社会福祉法に基づく市町村における包括
的な支援体制の整備に関する指針」厚労省H30）構成に向けた展望
が見えることが期待される。

〇 あった

●　施策の方向

基 本 目 標 １ 互いの知識や意識を高め、人権が尊重されるまち すみだ

施策の方向（４） 安心して暮らせる環境の整備を進めます

〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった
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【女性活躍推進計画】

②男女が共に担う
介護（介助）への支援

[事業番号41～42]
(P.４７～４８）

〇 あった

介護する側が、介護をしながら自分の生活や仕事を
大切にできるような支援事業の種類が育児に比べて少
ないように思える。

男性介護者教室の開催は、これまで女性にかかって
いた介護を性別にとらわれることなく誰もが対応できる
支援事業とした事で男女共同参画の観点から効果は
あったと考える。

ただし、介護教室参加後の介護者同士のネットワーク
作りの支援事業が具体的に上がっていない。介護につ
いて学ぶのはもちろんの事、とかく一人になりがちな介
護。介護者が自分らしい生き方をするための支援事業
をもっと推し進めてほしい。

●　課題別評価

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

①男女が共に担う
子育てへの支援

[事業番号36～40]
(P.４３～P.４６）

◎ 大きかった

性別に関わらず、男女がともに妊娠期から義務教育
終了までの子育て期を仕事と両立できるように子育て
支援ネット等の整備、男性向けの育児講座開設、学童
クラブの増設整備等を実施している。

妊娠期からの切れ目のない子育て支援は性別を超え
て男性も女性も安心して働くことができる。また、子ども
を地域で育てていこうという方向性が見え、例年安定し
た事業を実施しており、基本目標に対する効果は持続
している。

全ての事業で所轄課評価が『B』なのは実に残念。こ
の分野は、毎年、安定した成果を上げている事業であ
り、もっと自己評価を上げても良いのではないか。毎年
の積み重ねを受けて「大きな効果があった」とした。

基本目標に対して効果が 評価理由等

育児に対する両立支援制度は、支援策も数が多く充実しており、制
度利用に関しても利用者が選択できうる状況になっており、安定した
事業が行われているが、一方で介護に対する両立支援事業は、選択
する程、種類がなく出遅れた感がある。

介護離職を避けるためにも、国の政策を待つことなく、身近な行政
（墨田区）で介護者に対する支援策の種類を増やすことはできないの
か。介護者に対する環境整備を進めるために、支援事業をもっと増
やして欲しい。介護の仕方を学ぶだけでなく、介護と仕事の両立、介
護者が介護中心の生活とならないように自分らしく生きるための支援
事業を展開してほしい。

〇 あった

●　施策の方向

基 本 目 標 ２ 女性も男性も輝き活躍できるまち　すみだ

施策の方向（１）
子育て、介護等を男女が共に担えるよう
環境整備を進めます

〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった
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【女性活躍推進計画】

②就業における男女
共同参画の推進

[事業番号46]
(P.５３～５４）

〇 あった

就職・キャリア相談では失業や離職、転職、就職浪人
とさまざまなケースの方をサポートしており、なかでも今
回は飲食や航空などコロナ禍の影響を受けた業種から
も相談があったと伺った。

育児中にコロナ失業し、子連れで転職も難しいという
女性などにとって、このような相談窓口のニーズは今後
も高まると予想されるため、引き続き充実した幅広いサ
ポートを行ってほしい。

③ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）
の推進

[事業番号47]
(P.５５～５６）

〇 あった

都労働相談情報センターとの共催セミナーは、中止と
なったとのことだが、区単独で開催したアンガーマネジメ
ントをテーマにしたセミナーは、参加者の満足度が概ね
高く、コロナ禍でも心穏やかに過ごすヒントを提供できる
内容だったと評価する。

この事業の所管課においてはオンライン配信ができな
いとのことだが、コロナ収束後も感染症拡大などにすぐ
対応できるようオンライン配信ができる環境整備や予算
確保を検討してほしい。

●　課題別評価

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

①働く場での女性の
活躍推進

[事業番号43～45]
(P.４９～P.５２）

〇 あった

管理職のうち女性職員の占める割合を20％程度にす
るという目標値に対して19.5％と、前年度の15.9％から
3％以上増加したため、キャリアアップを促進するための
研修などの効果があったとみられる。一方で男性職員
の育児休暇取得率は17.4％と前年度からの増加率は
0.3％のみだった。上司からの声掛けなど以前から工夫
しているとのことだったが、民間企業では収入減が男性
育休取得の最大の壁という厚労省の調査もでているた
め、給与補償も含め検討いただきたい。

保育コンシェルジュ事業は、コロナ下で相談件数は
減ったものの保育園入園までの不安に寄り添う相談や
説明会を継続して実施できたといえる。

区内中小企業と区内で就職を希望する若年層のマッ
チング事業も、コロナで開催規模を縮小しオンラインで
実施したため就職者数は半減したが女性の割合は増加
した。介護や販売業など幅広く活躍の場を紹介できたと
考える。

基本目標に対して効果が 評価理由等

女性がキャリアをあきらめず男女ともにいきいきと働くことにつながる
テーマとして今、法改正を前に男性育休取得推進への関心が世の中
全体で高まっている。墨田区でも職員が率先して取得率を上げること
で、民間企業で働く区民への啓発ができると考えており、直近の最重
要テーマの一つとして取り組んでほしい。

コロナ下で実施が難しい事業も多い中、一定の成果をあげたため、
基本目標に対する効果はあったという評価だが、課題の②と③はそも
そも目標が数値化できておらず評価が難しいところもあった。そのため
か所轄課評価でも前年度を踏襲するような文面が目立ったため、目標
設定から精査していただきたいと考える。

〇 あった

●　施策の方向

基 本 目 標 ２ 女性も男性も輝き活躍できるまち　すみだ

施策の方向（２） 男女がいきいきと働けるよう支援します

〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった
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②地域における男女
共同参画の推進

[事業番号49～50]
(P.５８～P.５９）

〇 あった

男性の地域活動への参画支援として、男性介護者教室
の開催があり、介護者の孤立を防ぐという、介護サポー
ターとしての活躍が期待されるなど、高齢化社会を支え
る取組として評価したい。新型コロナウィルスの感染予
防に努めながら、地域活動の参加者が増える事を期待
する。

③防災・防犯に
おける男女共同参画

の推進
[事業番号51]

(P.６０）

〇 あった

地震、水害時の避難所運営体制に関しては男女の参
画が強く求められる。老若男女不特定多数の人が集ま
る避難所において、女性の視点に配慮した設備等が用
いられる為にも、墨田区防災士ネットワーク協議会にお
ける、女性防災分科会の活動に期待する。

●　課題別評価

課題 基本目標に対して効果が 評価理由等

①意思決定過程への
女性の参画推進

[事業番号48]
(P.５７）

〇 あった

墨田区における各審議会への女性委員の割合につい
て３０％という数値目標が設けられており、達成には至
らなかったという結果が出ているが、各委員の選出選
考時期に女性委員の登用について働きかけるなど活動
としての評価はできる。目標数値に届かない理由を分
析し、目標達成に向けた行動を期待する。

基本目標に対して効果が 評価理由等

地域における男女共同参画活動は、各方面に働きかけを続けること
により、意識改革につながると思われる。新型コロナウィルス感染予
防の観点から、活動が制限される中で「②地域における男女共同参
画の推進」において見守り活動が拡大したことについて高く評価する。
また「③防災・防犯における男女共同参画の推進」については、男女
問わず全ての住民に関係する事なので一人ひとりの意識を高められ
るよう、活動に期待したい。

〇 あった

●　施策の方向

基 本 目 標 ３ 性別にとらわれずあらゆる分野で協働するまち　すみだ

施策の方向 男女共同参画の視点で地域力を高めます

〇　評価基準　基本目標に対して効果が、◎大きかった、〇あった、△少しあった、×なかった
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基本目標１～３ 

総括評価   〇 あった 

令和２年度墨田区全体事業数 146 事業のうち、男女共同参画推進プランに関わり 51 事業を評価対象
とし、各所管課延べ 55 部署が、男女共同参画推進課による第 5 次計画フォーム７項目（めざす効果・事
業内容・事業計画・実施状況・評価理由・次年度計画・評価段階）を用いて、自己評価を行った。 

男女共同参画推進委員会においては、所管課自己評価資料に基づいて、基本目標（1~3）、施策の方向
（7 件）、施策 17 課題について、第三者評価として協議を行い、以下の総括評価に至った。 

評価は、基本目標ごとの 4 段階評価(◎～×)とし、「計画事業の実施・進捗」と「男女共同参画視点の
充実」、「区民反応の把握」等に関する総合評価とした。その結果、総括評価として基本目標に対して各
所管課の事業は、男女共同参画推進計画の基本目標に「効果があった」（○）と評価した。 
１．総括評価の理由 

１)委員会では、施策の方向 7 件について総合評価は全 7 件について（効果あり）とし、施策 17 課題
のうち 14 件 82%で(効果あり)と評価し、昨年度評価より 11%向上した。その他 1 件が(効果大)・2 件
が(少しあり）であり、（効果なし）は皆無であったことにより、総括評価を（効果あり:〇）とした。 
2）評価内容として、施策課題で事業進捗の（効果大:◎）との評価は、基本目標２（１）①（男女が共
に担う子育てへの支援）であり、妊娠期から義務教育終了までに、男女が安心して子育てと仕事を担え
るように企画され、各種事業は子どもを地域で育てていこうという方向性が見え、安定的に実施して
効果を上げている。計画の効果が（少しあり:△）の評価は、基本目標１（１）②（地域における男女
平等教育・学習の充実）であり、子ども達のためのイベントの活性化に向けた行政の取り組みとして、
墨田区全体を視野にいれた行政事業としての展開が必要と考えられた。また、基本目標１（４）②（多
様な困難を抱える人の環境整備）では、各種施策の利用対象人数は限定的であり周知徹底を含め、次年
度の進捗が期待される。 

２．講評 
1)昨年度に引き続き、所管課による評価事業数を厳選した結果、所管課の事業企画・内容が焦点化さ
れ、事業推進が可視化された。一方で、事業の規模や参加人数実績など具体的記述に止まる所もあり、
どのように進捗があったかについての所見の記載を期待したい。5 年間について同一事業の評価であ
るので、前年度評価に対して積み上げの進捗があるかなど、継続した検討の視点が必要とされる。 
2)コロナ禍にあり、全般的に、対面や集会形式の事業実施に制約がある中で、遠隔的な活動や情報発信
事業など、各課で工夫をして男女共同参画に関する行政の事業を継続したことは評価できる。とくに、
DV 被害支援や虐待防止対策・相談など増大する事態への精力的な連携対応を高く評価できる。 
3)男女共同参画推進施策には、教育現場では標準服の見直しや指導教材・資料、台帳の見直しなど積極
的な事業推進がみられた。なお、本施策には、多様な社会的課題の事業が含まれており、今後、高齢者
介護を支える男女協働他、貧困・障害・国籍等現代的課題を検討した事業進捗が期待される。 
4)第 5 次計画評価項目として、評価段階には評価理由の記載を求めているが、A(予定を上回る効果)と
B（予定した効果）との違いが読み取りにくい。その点からも、所管課による「事業計画とねらい」と
対応した「効果」について、前年度と比べた評価法の検討を期待する。また、事業計画欄で目的を具体
化する、B 評価の際に次年度計画欄では、次年度にどう進めるかなどを記載して頂きたい。 
5)意思決定過程への女性の参画推進は、経年的に進められている所であり、他自治体等の動向を参照
した数値的な評価をして、墨田区の特色として目標と進捗について示すのは如何かと思われた。 
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○墨田区女性と男性の共同参画基本条例 

平成17年12月9日 

条例第52号 

目次  

前文 

第1章 総則(第1条―第8条) 

第2章 性別による差別の禁止等(第9条) 

第3章 基本的施策(第10条―第13条) 

第4章 苦情調整機関(第14条―第21条) 

第5章 墨田区男女共同参画推進委員会(第22条―第27条) 

第6章 雑則(第28条) 

付則 

 

日本国憲法にうたわれている個人の尊厳と両性の本質的平等は、すべての人に保障されている権利であり、その権利の実現は、私たち

墨田区民の共通の願いでもある。 

墨田区は、中小企業や自営業者が多く、その中にあって女性は、事業経営に積極的にかかわりつつ、家庭生活、地域活動等において

重要な役割を果たし、下町すみだの発展を支えてきた。 

墨田区では、このような地域性を踏まえつつ、これまで男女共同参画社会の形成に向けてさまざまな施策を着実に推進し、性別による

差別の解消に努めてきた。 

しかしながら、現代社会には、家庭、職場、学校、地域社会等において性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会制度や慣

行が、今なお存在し、その解消が急務となっている。 

また、本格的な少子高齢化の進展、家族形態及び雇用形態の多様化等に適切に対応し、一人一人が輝くまちすみだとして発展していく

ためには、性別を問わずその個性と能力を十分発揮できる機会が確保されることが重要である。 

私たちは、性別により差別されることなく、地域の中で、お互いの人権を尊重し、女性と男性が共に責任を分かち合う男女共同参画社会

を形成し、もって個人の尊厳と法の下の平等を実現することを決意し、ここに、この条例を制定する。 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、区、区民、事業者及び地域団体の責務を明らかにするとともに、

区の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参

画施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会 女性及び男性が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって女性及び男性が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会をいう。 

(2) 区民 日本国籍を有するか否かにかかわらず、区内に在住し、在勤し、又は在学する個人をいう。 

(3) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 

(4) 地域団体 区内において活動拠点を有し、地域活動を行う団体をいう。 

(5) 積極的改善措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、女性又は男性のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

(基本理念) 

第3条 男女共同参画社会を形成するため、次の各号に掲げる事項を基本理念として定める。 

(1) すべての人が性別による差別的な取扱いを受けず、その人権が尊重されること。 
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(2) すべての人が性別による役割の固定化をもたらす社会制度及び慣行を解消するように努めるとともに、一人一人がその個性と能力

を十分発揮し、自己の意思により社会における多様な活動を選択できること。 

(3) 性別にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動の方針の立案及び決定過程に参画する

機会が確保されること。 

(4) 性別にかかわらず、すべての人が相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活及び社会生活、地域活動等を両立できること。 

(5) 学校教育、生涯学習その他のあらゆる学習の場において男女共同参画社会の形成に向けた取組がなされること。 

 

(区の責務) 

第4条 区は、基本理念に基づき、男女共同参画施策を策定し、総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

2 区は、男女共同参画施策を推進するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置を講じなければならない。 

3 区は、男女共同参画施策を推進するに当たり、国及び他の地方公共団体と連携し、協力しなければならない。 

 

(区民の責務) 

第5条 区民は、基本理念に基づき、男女共同参画社会についての理解を深め、社会のあらゆる分野における活動において、男女共同参

画社会の形成を積極的に推進するよう努めなければならない。 

2 区民は、区が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(事業者の責務) 

第6条 事業者は、基本理念に基づき、男女共同参画社会についての理解を深め、その事業活動に関し、男女共同参画社会の形成を積極

的に推進するよう努めなければならない。 

2 事業者は、区が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(地域団体の責務) 

第7条 地域団体は、基本理念に基づき、男女共同参画社会についての理解を深め、その団体活動に関し、男女共同参画社会の形成を積

極的に推進するよう努めなければならない。 

2 地域団体は、区が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

 

(区、区民、事業者及び地域団体の協働) 

第8条 区、区民、事業者及び地域団体は、協働して男女共同参画社会の形成に努めなければならない。 

 

第2章 性別による差別の禁止等 

(性別による差別の禁止等) 

第9条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等あらゆる場において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。 

2 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)を行っ

てはならない。 

3 何人も、性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害し、又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を

与えること(以下「セクシュアル・ハラスメント」という。)をしてはならない。 

4 何人も、公衆に表示する情報において、女性に対する暴力的行為を助長する表現その他の性別による差別を助長する表現を行っては

ならない。 

 

第3章 基本的施策 

(行動計画の策定) 

第10条 区長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定しなければならな

い。 

2 区長は、行動計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

3 区長は、行動計画を策定し、又は変更するときは、区民、事業者、地域団体等の意見を反映できるよう適切な措置を講ずるとともに、第22

条に規定する墨田区男女共同参画推進委員会の意見を聴かなければならない。 
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(年次報告) 

第11条 区長は、行動計画に基づく施策の実施状況について、年次報告書を作成し、区民に公表しなければならない。 

(推進施策) 

第12条 区は、男女共同参画社会の形成を積極的に推進するため、次の各号に掲げる施策を行うものとする。 

(1) 男女共同参画社会の形成に必要な事項の調査研究、普及及び広報に関する施策 

(2) 家庭、職場、学校、地域社会等において性別による役割の固定化又は差別的な取扱いを受けることにより、社会活動における選択

の自由が制約されることのないよう必要な措置を講ずる施策 

(3) 女性と男性が、共に協力し合うことにより、家庭生活及び社会生活、地域活動等を両立することができるよう必要な支援に関する施策 

(4) 学校教育、生涯学習その他のあらゆる学習の場における男女共同参画社会の形成への取組に対する必要な支援に関する施策 

(5) ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメント等の防止及びこれらの被害者に対する支援に関する施策 

(6) 事業者に対する雇用の分野における情報の提供その他の必要な支援に関する施策 

(7) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を促進するために必要な施策 

 

(拠点施設) 

第13条 区は、男女共同参画社会の形成に関し、区民、事業者、地域団体等による活動の支援、相談、情報収集その他の男女共同参画施

策の推進を積極的に行う拠点施設を設置するものとする。 

 

第4章 苦情調整機関 

(設置) 

第14条 区長は、次条第1項に掲げる事項について、区民、事業者及び地域団体(以下「区民等」という。)からの申出を適切かつ迅速に処

理するため、墨田区男女共同参画苦情調整委員会(以下「苦情調整委員会」という。)を設置するものとする。 

 

(申出の範囲) 

第15条 区民等が、苦情調整委員会に申し出ることができる事項の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 性別による差別等、男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害されたと認められる事項又は侵害されるおそれ

があると認められる事項に関すること。 

(2) 区が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関すること。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、区民等は申出をすることができない。 

(1) 裁判において係争中の事項又は判決等のあった事項 

(2) 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決等のあった事項 

(3) 区議会等に請願、陳情等を行っている事項 

(4) この条例に基づく苦情調整委員会の判断に関する事項 

 

(所掌事務) 

第16条 苦情調整委員会は、区民等からの申出について、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 前条第1項に規定する事項に係る調査又は区民等に対する調査に係る協力要請に関すること。 

(2) 前号の調査(前条第1項第1号に規定する事項に係る調査に限る。)に基づき行われる関係者に対する助言、指導、是正の要請及び

意見の表明に関すること。 

(3) 第1号の調査(前条第1項第2号に規定する事項に係る調査に限る。)に基づき行われる是正措置等を求める勧告又は改善意見の表

明及び当該勧告又は改善意見の公表に関すること。 

 

(職務の遂行) 

第17条 苦情調整委員会は、前条に規定する事務を行うときは、合議によりその決定を行うものとする。 

(定数等) 

第18条 苦情調整委員会の委員(以下「苦情調整委員」という。)の定数は3人以内とし、男女共同参画社会の形成に関し優れた人格・識見を

有する者のうちから、区長が委嘱する。 
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(兼職の禁止) 

第19条 苦情調整委員は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の長若しくは議会の議員、政党その他の政治団体の役員又は

苦情調整委員会の公正な職務の遂行に支障が生ずるおそれがあると区長が認める職を兼ねることはできない。 

 

(委員の任期) 

第20条 苦情調整委員の任期は2年とする。ただし、苦情調整委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 苦情調整委員は、再任されることができる。ただし、在任期間は、連続して2期を超えることができない。 

 

(守秘義務) 

第21条 苦情調整委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

第5章 墨田区男女共同参画推進委員会 

(設置) 

第22条 男女共同参画施策を推進するため、区長の附属機関として、墨田区男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置

する。 

 

(所掌事務) 

第23条 推進委員会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 行動計画の策定又は変更及び男女共同参画社会の形成に関する重要事項について区長の諮問に応じ、調査し、及び審議し、答申

すること。 

(2) 男女共同参画施策の実施状況について調査し、及び審議し、区長に意見を述べること。 

 

(組織) 

第24条 推進委員会の委員(以下「推進委員」という。)は、15人以内とし、男女共同参画社会の形成について学識経験を有する者、区民、事

業者(法人その他の団体にあっては、その代表者)、地域団体の代表者等の中から、区長が委嘱する。 

2 推進委員は、女性又は男性のいずれかの一方の性が委員の総数の6割を超えてはならない。 

 

(委員の任期) 

第25条 推進委員の任期は2年とする。ただし、推進委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 推進委員は、再任されることができる。 

 

(関係機関等への協力要請) 

第26条 推進委員会は、必要に応じて、区民等その他委員以外の者に対し、推進委員会の会議への出席、意見、説明又は資料の提出そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

 

(部会の設置) 

第27条 推進委員会に部会を置くことができる。 

 

第6章 雑則 

(委任) 

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成18年10月1日から施行する。 
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